
〔大阪市ブロック塀等撤去促進事業〕

紙面の都合上、省略している部分がありますので、詳しくは上記窓口へお問い合わせください。

　地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上の
ブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。

道路等(※1)に面し、安全性の確認(※2)ができない、
高さ80cm以上のブロック塀等（対象区域は大阪市全域）

　・ 対象となるブロック塀等について、
　   高さ80cm未満となるよう撤去する工事
　・ 補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、
　   軽量フェンス等を新設する工事

対 象となるブロック塀 等対 象となるブロック塀 等対 象となるブロック塀 等

補 助対 象 項⽬補 助対 象 項⽬補 助対 象 項⽬

道路等に⾯した道路等に⾯した道路等に⾯した道路等に⾯した道路等に⾯した

ブロブロック塀ク塀等の等の撤去撤去ブロック塀等の撤去ブロブロック塀ク塀等の等の撤去撤去ブロック塀等の撤去ブロック塀等の撤去

ご相談・お問い合 わせご相談・お問い合 わせご相談・お問い合 わせ

大阪市都市整備局  耐震・密集市街地整備  受付窓口

〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4-20

営 業 時 間：平日･土曜 9時～17時30分、祝日10時～17時

休    業    日：火曜(祝日の場合は翌日)、日曜、祝日の翌日(月曜の場合を除く)、年末年始

☎06-6882-7053

コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等
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Osaka Metro

(注1) 幅員4m未満の道路では、道路中心線から2m未満のブロック塀
　      等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路
　      中心線から2m以上のセットバックが必要

　(注2) 軽量フェンス等を新設せず、ブロック塀等の撤去のみを行う場
　      合も、補助対象

　(注3)「高さ」とは道路側の地盤面からの高さ 

補 助 ⾦ の算 定 ⽅法補 助⾦ の算 定 ⽅法補 助 ⾦ の算 定 ⽅法

① 見付面積※1 × 限度額単価※2 × 補助率１/２
補助金は①～③のうち、最も低い額（千円未満切捨）となります。

　※1 撤去および新設する部分の延長×高さ
　※2 撤去 [ 基礎 撤去あり：12,800円/㎡、撤去なし：7,800円/㎡ ]
            新設 [ 基礎 新設：27,000円/㎡、再利用：25,400円/㎡ ]

② 補助対象となる見積金額(消費税抜) × 補助率１/２
③ 補助限度額：撤去 15万円・ 新設 25万円
具体的な補助金の算定例は、裏面に記載しています。

ブロック塀等とは

大阪市  ブロック塀 検索

（軽量フェンス等に付随するブロック基礎等の高さは80cm未満
　であること。）

令和６年度版

※1 建築基準法第42条に規定する道路
   　不特定多数の市民が通行する通路や公園等
　 （植栽等があり人が近づくことができない空間は除く）

※2 安全性の確認項目は裏面参照

※3 隣地境界に建つブロック塀等は補助対象外

大阪市立住まい情報センター４階 ⑤番窓口

を補助します︕を補助します︕を補助します︕を補助します︕を補助します︕

Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急電鉄「天神橋筋六丁目駅」3号出口直結
JR大阪環状線「天満駅」から北へ約650m
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※ 補助金の交付申請前に工事契約をした場合は、原則補助金を申請
　 することができません。
　 （交付申請前に契約をした場合であっても、工事着手までに十分な
　 期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。）
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